
 - 1 - 

建設水道常任委員会会議録 

 

 平成１６年６月１１日午前９時００分から第一会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

  ◎中川 靖広    ○飯髙 昭二    浅井 正八 

   川 勝義     木澤 正男          

 

２．理事者出席者 

      助    役  芳村  是   収 入 役  中野 秀樹 

      総 務 部 長  植村 哲男   都市建設部長  北村 光朗 

      建 設 課 長  堤  和雄   建設課参 事  今西 弘至 

      同課長補佐  川端 伸和   観光産業課長  田口 好夫 

      同課長補佐  辻本 邦好   同課長補 佐  永井 克育 

      都市整備課長  藤本 宗司   都市整備課参事  西田 哲也 

      同課長補佐  藤川 岳志   同課長補 佐  佃田 眞規 

      同課長補佐  井上 貴至   上下水道部長  池田 善紀 

      上水道課長  水田 美文   同課長補 佐  勝眞 基好 

      同課長補佐  井上  究   下 水 道 課 長  谷口 裕司 

      同課長補佐  角井 敏文 

 

３．会議の書記 

  議会事務局長  浦口  隆   同 係 長  猪川 恭弘 

 

４．審査事項 

  別紙のとおり 
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都市整備
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開 会（午前９時００分） 

署名委員 川委員、木澤委員 

 

 おはようございます。 

 全委員出席されておりますのでただいまより、建設水道常任委員会

を開会いたします。 

 それでは、本日の会議を開きます。 

始めに町長が欠席のため、助役の挨拶をお受けいたします。芳村助役。 

 

 （ 助役挨拶 ） 

 

 まず最初に本委員会の会議録署名委員を私より指名いたします。 

署名委員に、 川委員、木澤委員のお二人を指名いたします。 

 

 本日の審査案件は、お手元に配付しておりますとおりでございます。 

 初めに本会議からの付託議案についてであります、議案第１９号、

斑鳩町都市公園条例の一部を改正する条例についてを議題といたしま

す。理事者の説明を求めます。 

 

 それでは議案第１９号、斑鳩町都市公園条例の一部を改正する条例

について説明をさせていただきます。まず議案書を朗読いたします。 

 

 （議案書朗読、要旨朗読） 

 

 以上の４箇所の公園でございます。ご審査のほどよろしくお願いい

たします。なお、既設の公園の状況の分かるものといたしまして、資

料１を配布させていただいております。公園の位置関係につきまして

は配置図、面積、管理形態については一覧表に纏めさせていただいて

おります。全体といたしまして、４６箇所、公園として支出を行って

いるわけですが、このうち１２箇所については国の名義、個人の名義、
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神社、お寺の境内地を利用している公園というところがございます、

残り３４箇所の公園についてが町有地ということでございます。ご参

照願えればと思います。簡単ではございますけれども、斑鳩町都市公

園条例の一部を改正する条例についての説明させていただきます。 

 

 説明が終りましたので、質疑をお受けいたします。 

 

 １２ヶ所と３４ヶ所、その１２ヶ所の場所とここで都市公園と各大

字にある広場等の町としての管理、補助金出してるとか色々あると思

うんですけど、その差をどうなってるのか教えて下さい。 

 

 １点目の町有地外の状況でございますけれども、一覧表の番号で見

ていただきたいと思うんですけど、大和川第１緑地、これは大和川河

川敷という事で国土交通省が所管する場所という事でございます。５

番の神南公園、これについてはこれも国、財務省所管という事で占用

させていただいているという事です。２３番三町子供の広場について

は個人さんの名義を借用されているという事です。そして２４番幸前

子供の広場については、幸前のお寺の境内地を利用されてるという事

です。２５番高安子供の広場につきましても高安の天満宮を利用され

ている広場です。２６番服部子供の広場につきましては、個人さんの

名義になっておりまして個人さんの土地を借用されている。２７番目

安子供の広場、これは春日神社の境内地、２８番の北五子供の広場、

これも春日神社の境内地という事です。２９番稲葉車瀬（１）子供の

広場、これにつきましても白山神社の境内地を利用しているという事

です。３１番南興留第３子供の広場につきましては、個人さんの土地

を借用されている広場という事です。３２番稲葉車瀬（２）子供の広

場という事になっています。これにつきましては、個人さんの土地を

借用されているという事です。それから３６番北庄子供の広場、これ

については、紅葉寺、お寺の境内地を利用されているという事になっ

ています。この公園の中で配置図で黒丸が全て自治会管理という事で
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お願いしている公園になってございます。そして四角の部分が町が管

理している公園という事で、都市公園条例に掲載させていただいてい

る公園という事でございます。丸印の公園については全て遊具等の設

置希望がございましたら、補助対象にさせていただいているという事

です。なお、この全体の中でも遊具をそのまま設置してない公園とい

うのは７ヶ所程度ございます。上宮遺跡公園も町管理ですけれども遊

具ないわけです。７ヶ所遊具がないという状況でございます。 

 

 管理ですね、私は他ちょっと分からないんですけれど、神南の場合

も確かに国の土地でですね、しかし草引くとか木の剪定とかみんな神

南でやってるわけですな。そういう所と斑鳩町が全部やっている所は

どことどこありますの。上宮とか大和川第１緑地はそうだと思うんで

すけれども。 

 

 全て町という箇所については、今委員がおっしゃっていただきまし

た大和川の公園、上宮公園、並松公園、小吉田公園になります。神南

公園につきましては地域の方で色々清掃等行ってもらっているわけで

すけれども、遊具等については町の都市公園条例という事でございま

して、町の方で対応させていただいていると。また、今回西里公園に

つきまして新たに都市公園としてお願いするわけですけれども、実質

上地元の方でボランティアで募っていただきまして、地元の方で管理

をしていこうと、愛着をもった形で維持していこうというような事で

地元で対応していただくというような状況になってございまして、で

きるだけ付近近隣の公園等については、地元の方で清掃等については

行っていただいているという事で、大きな公園については町がやって

いるというような状況になっています。 

 

 聞きたかった事、先1つだけ言ってくれはってんけど、服部川ありま

すやろ、この３つ。この管理はどうなりますの。 
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 都市公園と今回お願いするわけですけれども、服部川も自治会編成

が別途区画整理事業地内で、自治会編成をされるという事を聞いてい

ます。そうした事で今、服部の農住組合さんと管理について協議させ

てもらっていまして、地元にて清掃活動等は管理していただくという

ような事を文書で交わさせてもらおかなと、農住組合の方と調整を図

っておりまして新しく自治会できれば、その農住組合から新しい自治

会に引き継いでもらうという事の調整を今行なっているという事であ

ります。 

 

 １ヶ所くらいだったら何とかなると思うんですよ。しかし、あそこ

は何軒建ってるのか分かりませんけれども、この３つの所、余り年数

経ってない時は、そうはないけれども、特に法隆寺第３団地に３つあ

りますね、公園。これ、大変ですよ、管理していくの。下の草引くと

かいうのはできるだけ地元でお願いしてもらって、しかしあそこにあ

る木みんな剪定しはったら大変な金額になる。最近うちらでもそうな

んですけれど、昔だったら木の上に乗ったり神社でも掃除するのに上

に乗ったりしてもそう言われないけれど、この頃ケガしたらどないす

るの、と言って大変なんですわ。私はこの中でもこの３つではなくて、

他にも大きな木がある所があると思うんですよ、そんなんは町の方で

ある程度補助金出すとか木の剪定は２年に１回でも切るとか、そうい

う管理はできないものか。 

 

 委員ご指摘をいただいておりますように、法隆寺第３団地等、相当

古く開発された団地内については年齢も高くなってきて、なかなか今

言っておられましたように、高木についての管理をしていくというの

が難しいというような声を聞かせてもらっている分はございます。で

きるだけ通常の維持管理については地元で対応していただきたい。逆

に町有地ですからお願いをしていっていると。今言ってもらいました

ように高木等、とても個人、自治会員さんの手では無理だという事に

ついては協議をさせてもらいながら、町の職員で対応した所もござい
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ますし、シルバーさんにお願いするとか色々方法はあろうかと思いま

す。その辺については十分管理してもらっている自治会長さん、自治

会と相談しながらやっていきたいと思っております。 

 

 課長の答弁いただきましたのでそれで結構だと思うんですけれど

も、町として一定の基準と言うのか、一回検討してやはり公園も大事

というのか、やっぱり緑も守っていかないといけないし、町の方で基

本的な管理方法、私は検討していただくようにお願いして終わります。 

 

 公園の管理の事について関連してお聞きしたいんですけど、以前ど

こか一般質問かどこか忘れましたけれども、質問がされていたと思う

んですよね。公園に設置している遊具の定期点検についてどのような

形で行なっていただいているのかという事をお聞かせいただきたいと

思います。 

 

 遊具の点検関係については毎年二回点検に出てもらってるんです。

７月と１２月に担当の方で出てもらって、遊具関係チェックして不具

合が生じているという部分については自治会長さんに報告をいたしま

して、すぐ対応しないといけない、というような分については町の補

助要綱もございますので、その辺で対応してもらえれば、という事で

いつもそれを受けて自治会の方で補修をしてもらう、それで補助金を

出させてもらっているような状況でございます。 

 

 管理いただいているのは町内全域という事でよろしいですか。 

 

 はい。 

 

 他にございませんか。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件については当委員会として原案どおり可決
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することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第１９号については当委員会とし

て満場一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２０号、斑鳩町町営住宅条例の一部を改正する条例に

ついてを議題といたします。理事者の説明を求めます。 

 

 斑鳩町町営住宅条例の一部を改正する条例について、ご説明いたし

ます。まず初めに議案書を朗読いたします。 

 

 （議案書朗読、要旨朗読） 

 

 以上が説明であります。斑鳩町町営住宅条例の一部を改正する条例

について、ご審査の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

 

 説明が終りましたので、質疑をお受けいたします。 

 

 以前に目安北団地の所で一部クラックが入ってた云々という事で質

問させていただいたんですけれども、その後の経過についてちょっと

お聞きしたいと思います。 

 

 クラックの関係につきまして、当初の設計した業者と現場確認をい

たしまして、大きなクラックもありますし小さなクラックも確認して

おります。これらについて今現在業者に指示をいたしまして、見積も

りを徴集しているという状況であります。委員が申されているように、

この修理はできるだけ早くするように現在準備中という事であります

のでよろしくお願いします。 
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 この前私がちょっと質問させてもらって、課長の方からは廃止にな

った後の利用方法、今の時点では利用方法は考えておらないという事

だった。私、後また再質問しますと総務部長の方から出来るだけ早い

時期にそういった計画を立てて有効に使っていくという回答をいただ

いておりますけれども、これはいつ頃までにやってもらえるのかお聞

かせ願いたいと思います。 

 

 いつ頃というはっきりとした、使うという方向については決めると

いう事がなかなか土地利用の問題でございますので、難しいという点

はございますけれども、いずれにいたしましてもちゃんとした町の財

産としての管理をしないといけない。そうした中でやはり町が定める

利用ができる間ですね、地元等の子どもさんとかに利用していただけ

る方法も先般の一般質問でもお答えさせていただいた通りでございま

すので、そういった方向でご質問されている通りできるだけそれに答

えるように、できるだけ有効な土地利用をするという事は慣用でござ

いますので、そういった事を目指して参りたいと思います。いつまで

に、という話については今の所個々の土地についてそれぞれ考えてい

かなければならない問題でございますので、今の段階では明言させて

いただくという事はできないという事です。 

 

 そういう考え方でおられるからどの事業についても私は遅れていく

のではないかと思うんですよ。ある程度やっぱり目的持って、目的持

って仮に１年かかってやろうと、しかし１年経ってできるものとでき

ないものありますな。しかしやっぱり目的持ってやらないと、ただ、

やろうやろうと思ってます、という事で、延ばされるのは質問してい

る者にとってはたまったものではありませんので、ある程度目的をも

ってもらったら、やらないといけない、それまでに何とか少しでも検

討しないという事でやってもらえるけど、ただ早い時期にやりますね

ん、と言うだけだったら何事も解決していかないと思うんですよ。や
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っぱり目的をもって決めて、何やったら先ほどおっしゃっている方法

もありますし、方法１つでもそういう考え示してはるねんから、それ

位だったらすぐにできると思うんですよ。だから時期は言えないとい

う事ではなしに、何とかいつまでやるという事は言えませんか。 

 

 いずれにしましてもその土地を放置するという事については、町の

財産でございますのでもったいない、というのか有効な利用をすべき

だと考えています。ちゃんとした計画を立てて、使うべきだと思いま

すので速やかに決めていかなければいけないと考えています。その間

地域での暫定的な利用方法についても合わせしていく、という事も考

えていかなければならないと思います。 

 

 それをいつ頃までにやってくれはりますの。 

 

 庁内の会議でも有効な土地利用の方法について審議すると言います

か、契約について話合いをいたしまして速やかにできるだけ早い時期

に有効な利用法をおいていかなければならないと考えております。そ

ういった事でいつまで、という事については今の段階において明言す

ることは出来ないという事でご理解賜りたいと思います。 

 

 これ以上言っても無理だと思うんですけれども、早い時期という事

で答弁いただいてますので、できるだけ早い時期に検討してもらうよ

うに要望だけしておきます。終わります。 

 

 他にございませんか。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件については当委員会として原案どおり可決

することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 
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 異議なしと認めます。よって議案第２０号については当委員会とし

て満場一致で可決すべきものと決しました。 

 

 次に、議案第２３号、平成１６年度斑鳩町公共下水道管渠築造工事

請負契約の締結について（その１）を議題といたします。理事者の説

明を求めます。 

 

 議案第２３号平成１６年度斑鳩町公共下水道管渠築造工事請負契約

の締結について（その１）であります。 

 まず、議案書を朗読いたします。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 去る５月２４日に郵便による制限付一般競争入札を執行した結果、

奈良市三条町４８７番地（小山ビル）西松建設株式会社奈良営業所が

落札し、２億９，９２５万円で契約の議決をお願いするものでありま

す。添付いたしております地図をご覧いただけますでしょうか。 

 工事の概要でありますが、小吉田１丁目地内交差点にございます流

域下水道竜田川幹線Ｎｏ．１２接続点から町道４０５号線を北上し、

国道２５号線を横断、龍田神社前を経て錦ヶ丘住宅手前、長田住宅付

近までの区間でございます。施工の規模は口径２００ｍｍから８００

ｍｍの推進工及び開削工で延長７３４．８ｍ、立坑築造工が８個所の

幹線管渠築造工事で、工事予定期間は、議会の議決をいただき６月２

１日より平成１６年３月１７日までの２７０日間の予定をしておりま

す。 

 以上、簡単ではございますが、議案第２３号の説明とさせていただ

きます。よろしくご審議賜り、何卒、原案どおりご承認たまわります

ようお願いいたします。 
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委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 説明が終りましたので、質疑をお受けいたします。 

 

 単純にちょっと議案書見せていただいて、３つの工事の違いですね、

メートルの単価だけみると単価が違うように思うんですけれども、ち

ょっと私分かりにくいのでその違いを簡単に説明していただきたいと

思うんですけれども。 

 

 例えば同じ位の規模の施工延長に関しましても、金額的に差がある

というような事もたまにございます。そういった事につきましては施

工致します距離に大差なくても使用致します機械や埋設致します管の

種類、口径、その他埋設の深さまた設置致します立坑の大きさ、規模

によりましても金額的には差が生じるという事がございます。また、

特に同じ口径の推進工法何かですと、施工するにいたしましても土質

や地下水の状況によりまして使用する機械の種類が異なってきます。

そういった事から金額に差が生じるという事もございますので、ご理

解いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 口径工法延長という事で、また立坑の数が８ヶ所という事で説明を

いただいたんですけれども、この図面の中にできればその開削はどの

部分か、また推進がどこからどこまでか、また立坑での発進と到達あ

るんですけど、どこにそれが位置してあるのかという事をできれば明

示していただければと思うんですけれども。 

 

 暫時休憩いたします。 

 

 （午前９時３２分 休憩） 

 （午前９時３４分 再開） 

 

 再開します。谷口課長。 
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下水道課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

 

下水道課

長 

 

 

 

 

 それでは詳細の図面につきましては今後もっと詳しく書いた図面を

事前に提出させていただくという事でご理解いただきたいと思いま

す。今回、この工法の選定なんですけれども、まず推進工法につきま

しては服部道の取り合い部分、投入点、流域下水道との接続点から６

２０．３ｍ、国道を横断しまして龍田の街道ございますが、龍田神社

の所でカーブしまして錦ヶ丘に上る所と合流点まで、そこまでが推進

工法で施工致します。それから長田住宅、町営住宅の前まで約１１４．

５ｍになりますが、開削工法で施工するという事でご理解いただきた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

 他にございませんか。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件については当委員会として原案どおり可決

することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第２３号については当委員会とし

て満場一致で可決すべきものと決しました。 

 

 次に、議案第２４号、平成１６年度斑鳩町公共下水道管渠築造工事

請負契約の締結について（その２）を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

 

 議案第２４号、平成１６年度、斑鳩町公共下水道管渠築造工事請負

契約の締結について（その２）であります。まず、議案書を朗読いた

します。 

 

 （ 議案書朗読 ） 
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下水道課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 去る５月２４日に郵便による指名競争入札を執行した結果、生駒郡

斑鳩町興留２丁目３番２１号宮崎建設株式会社が落札し、４，９８７

万５千円で契約の議決をお願いするものであります。添付いたしてお

ります地図をご覧いただけますでしょうか。 

 工事の概要でありますが、阿波２丁目地内町道３０６号線と県道天

理斑鳩線との交差点付近にございます流域下水道竜田川幹線Ｎｏ．１

５接続点より東に向けて、道路拡幅改良された部分に施工いたします。

施工の規模は、口径２００ｍｍの推進工で延長１８０．５ｍ、口径２

００ｍｍの開削工で延長９５．１ｍ、立坑築造工が５個所の管渠築造

工事で工事予定期間は、議会の議決をいただき平成１６年６月２１日

より平成１６年１０月２８日までの１３０日間でございます。 

 工事の部分的な説明ですが、ほぼ投入点から１８０．５ｍ東向きに

推進をすると同時に、サービス管といたしまして開削工法で９５．１

ｍ施工するという構造でございます。 

 以上、簡単ではございますが、議案第２４号の説明とさせていただ

きます。よろしくご審議賜り、何卒、原案どおりご承認たまわります

ようお願いいたします。 

 

 説明が終りましたので、質疑をお受けいたします。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件については当委員会として原案どおり可決

することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第２４号については当委員会とし

て満場一致で可決すべきものと決しました。 
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委員長 

 

 

 

 

下水道課

長 

 

 

 

 

下水道課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 暫時休憩いたします。 

 

 （午前９時４０分 休憩） 

 （午前９時４４分 再開） 

 

 再開いたします。 

 次に、議案第２５号、平成１６年度斑鳩町公共下水道管渠築造工事

請負契約の締結について（その３）を議題といたします。理事者の説

明を求めます。 

 

 議案第２５号平成１６年度斑鳩町公共下水道管渠築造工事請負契約

の締結について（その３）であります。まず、議案書を朗読いたしま

す。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 去る５月２４日に郵便による指名競争入札を執行した結果、生駒郡

斑鳩町稲葉車瀬２丁目６番８号株式会社二隆建設が落札し、７千９３

８万円で契約の議決をお願いするものであります。添付いたしており

ます地図をご覧いただけますでしょうか。 

 工事の概要でありますが、小吉田２丁目地内青木診療所西側交差点

より町道４０１号線服部道を東に向けて服部川西づめまで、そして服

部川東づめから服部１丁目地内区画整理東側交差点付近まで、口径２

００ｍｍから口径２５０ｍｍの推進工で延長１４５．５ｍ、口径２０

０ｍｍの開削工で延長４８４．３ｍ、立坑築造工が４個所の管渠築造

工事で工事予定期間は、議会の議決をいただき平成１６年６月２１日

より平成１６年１１月１７日までの１５０日間でございます。 

 また、当工区と議案第２３号でご説明いたしました龍田北汚水幹線

１工区との接続工事につきましては、当工区の工事行程と整合を取る

なかで、本年度中に発注し完了する予定でございます。 
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委員長 

 

木澤委員 

 

 

下水道課
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委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

 工法の概要でございますが、青木診療所前から小吉田住宅西側まで

推進工法で１４５．５ｍ、残りにつきましては開削工法で４８４．３

ｍという工法でございます。 

 以上、簡単ではございますが、議案第２５号の説明とさせていただ

きますが、議案第２３号、議案第２４号いずれの工事におきましても、

地下埋設物が輻輳し、道路が狭隘で交通量が多い市街地区間の施工と

なることから、安全面に対しましては、特に注意し施工するよう心が

けてまいりますので、よろしくご審議賜り、何卒、原案どおりご承認

賜りますようお願いいたします。 

 

 説明が終りましたので、質疑をお受けいたします。 

 

 今説明いただいた中で私、聞き逃したのかも知れませんけれど、こ

れは郵便入札ではないんですか。 

 

 郵便による指名競争入札でございます。 

 

 他にございませんか。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件については当委員会として原案どおり可決

することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第２５号については当委員会とし

て満場一致で可決すべきものと決しました。 

 

 次に、認定第３号、町道認定についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 
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建設課長 

 

 

 

 

建設課長 

 

 

委員長 

 

飯高委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 認定第３号、町道認定についてご説明をさせていただきます。まず

初めに、議案書の朗読をいたします。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 また、参考資料を添付いたしておりますので、ご覧いただきまして、

ご審査の上よろしくご承認賜りますようお願いいたします。 

 

 説明が終りましたので、質疑をお受けいたします。 

 

 町道認定と境界確認についての事なんですけど、実際町道認定され

ている所の底地がまだ町に移管されてないという場所がございまし

て、その事によって認定道路に接する建家が実際底地の持ち主の時に

明示の時に行かなければならないという不都合があるんです。また、

以前にそういう形でされてて、代が代わる事によって認識されてなか

った場合において、トラブルが発生する可能性が出てくると思うんで

すけども、今後そういった事はないようにしていただきたいんですけ

ど、現在においてはないと思うんですけど、町道の底地の事について

お聞きしたいと思います。 

 

 町道の認定している路線で、底地が整理できてないという形であり

ますけれども、これにつきましては現在平成６年からそういった町道

認定の中で底地が町有地になっていない分もたくさんあります。今日

迄その整理に努めてきたところであります。ただ、今おっしゃるよう

に町にご寄付いただけないという状況もございます。また、これは個

人さんがお持ちの方、開発なりそういった土地利用をされた業者さん

がお持ちの方がおられまして、我々はそういった機会を捉えまして、

地権者の方に町道認定されている関係もありまして、ご寄付いただけ

るように、機会を捉えましてお願いしているところであります。ただ、

そういった中でも特になかなかお話にのっていただけない、また色ん
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飯高委員 

 

 

 

建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

飯高委員 

 

 

 

建設課長 

 

 

 

 

 

 

な手続きの関係でなかなか難しい面がございます。特に相続関係が絡

んでくるとなかなか関係者の方のそれぞれの同意も必要になってきま

すし、そういった事を含めまして我々、年次、その年に今申されまし

たように境界の確認とかそういう機会を捉えまして地権者にご協力の

依頼をしている所であります。これにつきましては、順次そういった

形で機会の時にお願いもし、手続きをしていきたいと考えております。 

 

 実際どれだけの延長があるのか、という事をお聞きしたいんですけ

れど、その箇所と延長ですか、資料がございましたらよろしくお願い

します。 

 

 町道の認定している所につきましてですけれども、これにつきまし

ては登記の筆数という形でご報告をさせていただきたいと思います。

先ほどもありましたように、平成６年からこういった底地の整理をさ

せていただいてますけれども、その当時は９６１筆がございました。

今現在平成１５年末で見ますと７３７筆が残っているという状況で

す。ですからそういった件数が残っておりますので、延長というのは

なかなか難しく資料の中では持ち合わせておりません。 

 

 先ほど問題はなかった云々という事で言われたんですけれども、過

去においてそういった事でトラブルになったとかで、何かお聞きはな

ってないでしょうか。 

 

 町としてのトラブル、町と認定している関係でのトラブルというの

は以前に１件、私の記憶の中では１件ありました。ただ、境界の関係

になりますので、それぞれ権利者の方が権利発生しますので隣接する

個人の宅地の方とその方の関係については、特に新興住宅と言います

か、そういう所については構造物もありますし、ある程度スムーズに

いけるの違うかなという風に思いますけれども、ただ、古くからあっ

て境界が分からないという形のものについては、なかなかそういった
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飯高委員 

 

 

吉川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事で個々の関係の方についてのトラブルと言うのか、そういった難し

い、境界確定が不調になったというケースも表れるのではないかなと

思いますけど。 

 

 この事についてはまたそういったトラブルがないように、早期解消

の仕方をよろしくお願いいたします。以上です。 

 

 飯高委員の質問と関連するわけなんですけれども、２３０件程解決

していただいてますけど、この進み具合どうも疑問視するわけです。

もうちょっと計画性をもった進め方をしないと、特に長引いていく程、

先ほど難しい点、私もそれに実感しているのでよく分かるんですけれ

ども、相続人がいくらでも増えていきますねん。だから出来るだけ早

い機会にやっておかないと、・・・についてもあそこをやってもらっ

てから向こう全然進んでませんやろ。あんなん何件ありますの。５、

６件しかないと思う。これが全然進んでませんやん。もうちょっとこ

こやったらいけるな、今の間にやっておかないといけない、という検

討をしてこういう事については、飯高委員おっしゃるように、平成６

年とおっしゃってるけど、その前から私は整備してほしいという事で、

そこへ一人割り当てしてもらって、担当員置いてもらってまでやって

もらってました。もうその人は皆辞めておられるけど、それしてもら

ってもこんな状態ですやんか。だからこれをやっておかないと、後の

公共下水道の中で聞こうと思ってましてんけど、やっぱり下水道入れ

る時にも先ほど心配しておられる、個人やんか、こんな入れてもらっ

たら困るとかいう事になっていくと思うんですよ。だからこういう言

い方して悪いかも分からないけど、自分居てる間はなにしておいたら

いいわ、という考えは絶対捨ててもらって、自分が居てる間に解決す

る、という位の意欲をもって私はやって欲しいなと思います。これは

お願いだけにしておきます。それからもう１点、ここの５６４号線を

例にとってお尋ねしたいんですけど、町道認定にはいいんですけれど

も、ここに下水管入ってると思うんですよ。都市計画課として下水道
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都市整備

課長 

 

 

 

 

 

 

の区域に入ってますわな。そこへ配水管入れられる、その配水管の計

画についてはちゃんと把握し、今度下水管入れる時にはその配水管は

触らなくてもやれるような指導をして欲しいと思うんですよ。ここに

は５６４号線の地域は、それはどういう指導されてるのか関係ないの

か。分かりにくいかな、道作らはりますやんか、そこへ開発業者が勝

手と言ったらいけないけど、図面は確かに都市計画課に出すのか郡山

土木へ出すのか分からないけど、やるわけですやろ。そしたらそこへ

配水管ぱっと入れておかれて、今度下水管入れようと思ったらまたや

り直さないといけない、という事が生じてくるのと、水道管も同じだ

と思うんですよ。水道管やっぱり入れてもらって下水管入れる時にま

たよけないといけない、計画区域に入ってなかったらいいけど計画区

域に入ってるわけです、２２年までに何とかしたいという事を皆さん

おっしゃってもらっている所です、ここは特にね。だからそういう所

については特に私はそれも配慮した指導をできないものかなと思いま

す。よく見てると水道管はしないといけないわ、これは前に入ってる

やつだからどうにもならないと思うんですけど、しかし最近入れたや

つについては、そこら辺は連携とってきちっと指導していただいて、

あんまりたくさん金要る所については、仮に町からある程度出しても

今やっておくべきだと思う。そうでないと今度やる時にまたたくさん

金出していかないといけないという状況が見られますので、その点は

どうですやろ。 

 

 新たな開発とかそういう部分については当然事前協議という事で町

の方に計画について提出されますので、それを関係する各課、下水道

課、建設課、環境対策課、いろんな方面、文化財から全部、一定の図

書を全部出さす。それを持って各課に渡させてもらって、下水道計画

なり、道路改良計画なり、その辺の部分についてチェックしてもらっ

た中で開発協議を進めていくという事にしておりますので、先般の区

画整理についても協議をさせてもらいながら、やってきまして、下水

道の管も整備をしてきてもらっているという状況がございます。当然
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委員長 

そういった対応で今後もやっていきたいと、このように思っておりま

す。 

 

 他にございませんか。 

 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件については当委員会として原案どおり認定

することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって認定第３号については当委員会として

満場一致で可決すべきものと決しました。 

 

 次に、陳情第２号、緊急地域雇用創出特別交付金の継続・改善を求

める陳情書を議題と致します。 

 この陳情書について、事務局長より朗読をしていただきます。 

 

 （ 陳情書朗読 ） 

 

 陳情の主旨について裏面の方でご報告させていただきます。この陳

情書につきましては５月２０日に議長宛に郵便で送付されてきたもの

でございます。陳情主旨につきまして朗読させていただきます。 

 

 （ 陳情趣旨朗読 ） 

 

 以上です。緊急雇用対策の雇用創出の特別交付金制度につきまして

は参考資料としてお手元に配布させていただいておりますので、ご審

議の程よろしくお願いしたいと思います。 

 

 朗読が終わりました。この陳情書の取扱いについて、委員皆さんよ
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り、質疑ご意見等をお受けしてまいりたいと思います。 

 

 これまで町としてこの事業に行なってきた実績ですね、それとどん

な効果があったのかお聞きしたいと思うんですけど。 

 

 今までの分という事でございますけれども、斑鳩町におけます平成

１５年度のこの事業に対する概要について説明させていただきます。

１５年度の分ですけれども、斑鳩町ホームページリニューアル事業と

いうのと、福祉サービス現況調査、ＩＴパソコン講習事業、水道管路

情報構築事業、という４つの事業がされておりまして、合計で２，７

４８万２千円、この場合の新規雇用は２２人という事になっておりま

す。平成１６年につきましては福祉サービス現況調査、ＩＴパソコン

講習事業、水道管路情報構築事業という事で合計４，４９５万１千円

という補助を受けて実施しております。１６年の新規雇用につきまし

ては３３名となっておりまして一定の効果があったものであると考え

ております。 

 

 今町の方でも効果があって、新規雇用が１５年度２４人という１６

年度で３３人見込まれてるという事なんですが、町としてもやってき

て有効な取り組みであると思いますので、ここに意見書の案を置いて

いただいていると思いますけれども、委員会としても採択する方向で

取り扱っていただきたいと思います。 

 

 この雇用に対してはいろんな事業があると思うんですが、特に推奨

事業というのはあるんですか。 

 

 この事業に関しましては地方自治体が交付金を使って事業を実施す

るにあたり、具体的に国の方が推奨事業の例を示しております。かな

り細かく分かれておりますので、大きな取りくくりだけ説明させてい

ただきますと、教育文化に関係するもの、環境に関係するもの、治安
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防災に関係するもの、福祉保育に関係するもの、地域振興に関係する

もの、以上でございます。 

 

 分かりました。 

 

 他にございませんか。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

本件については、のちほど休憩を取って取りまとめをしたいと思いま

すがご異議ございませんか。  

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。本件については後程取りまとめをさせていた

だくことと致します。 

 ここで、お諮りいたします。陳情第２号については委員会として休

憩をとって取りまとめをさせていただくことと致しておりますが、他

にも案件がありますので、審議の順序を変えて他の案件を先に審議し、

終了後に陳情書について取りまとめを行うという事にしたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。それではそのように進めさせてもらいます。 

 次に、継続審査について審査することと致します。 

 （１）公共下水道事業に関することについてを議題と致します。 

理事者の説明を求めます。 

 

 それでは、継続審査であります公共下水道に関することについてご

説明させていただきます。 

 まず、県が施工いたしております流域下水道事業の５月末時点にお
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けます、進捗状況でございますが、中継ポンプ場築造工事について、

このポンプ場に設置されます電機設備、機械設備、また、竜田川幹線

管渠第４号工事、稲葉車瀬の発進基地から三郷町勢野東までのシール

ド工事につきましても事前の委員会でご報告させていただきましたと

おりで、すべて、順調に工事が進められているところでございます。 

 次に、平成１５年度末整備区域及び平成１６年度に町が整備を進め

る予定区域の説明をさせていただきます。 

 資料２－１をご覧いただけますでしょうか。 

 まず、赤く実線で縁取りしておりますのが都市計画決定区域で４９

３ｈａ、青く一点鎖線で縁取りしておりますのが、事業認可区域で２

４５ｈａの面積があり、平成２２年度まで整備を進める予定の区域で

ございます。 

 地図の中で黄色く着色しております区域が平成１５年度末整備済み

区域で、整備済み面積で、約８５ヘクタールございます。 

 次に平成１６年度に整備を予定しております区域のご説明をさせて

いただきます。まず、事前委員会におきましてご報告させていただき

ました発注済み箇所、および、先ほど説明いたしました、本議会に契

約議案として上程させていただいております３つの工区をはじめ、阿

波２丁目地内、法隆寺２丁目地内及び小吉田２丁目地内の合計６つの

工区に加え、法隆寺１丁目・２丁目地区、龍田北１丁目地区、阿波２

丁目地区及び小吉田１丁目地区におきまして総面積約１６ｈａ、管渠

総延長約４，７００ｍの面的整備をすすめていく予定でございます。

そのことから、平成１６年度末には面的整備で約１０１ｈａ、管渠延

長で約２９ｋｍが完了することになります。 

 次に、供用開始にむけての準備事項について説明いたします。 

 このことにつきましては、平成１６年３月末で、整備が完了いたし

ております自治会の説明会をすべて終えたところでございます。今後

も、整備を進めると共に供用開始にむけての説明会も並行して進めて

まいりたいと考えております。 

 また、資料２－２に供用開始にむけてのスケジュールをお示しさせ
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ていただきました。主な作業といたしましては、供用開始に向け、表

内３段目に表示しております、県との調整をはじめ、６段目に表示し

ております改造資金融資あっせん及び利子補給に関して町内金融機関

との調整、また、８段目に表示いたしております、料金徴収システム

に関して上水道課との協議など、平成１７年４月に供用開始ができる

よう事務的な作業を整理いたしました。この作業スケジュールに基づ

きまして、供用手続や供用作業が順調に進められるよう努力してまい

りますのでよろしくお願いいたします。 

 また、資料２－３でございますが、斑鳩町排水設備指定工事店一覧

を添付させていただいております。平成１６年４月現在の登録済み業

者でございますが、町内業者２７社を含め合計３７社が登録いたして

おります。 

 本年度も、来年２月に指定工事店の申し込みの受付をし、まだまだ

業者数は増えることになるかと思われますが、水洗化促進に対しまし

て十分活躍していただけるよう指導してまいりたいと考えております

のでよろしくお願いいたします。 

 以上簡単ではございますが公共下水道に関することについての報告

とさせていただきます。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受け致します。 

 

 資料２－２なんですけれども、下水道台帳について書かれてあるん

ですけど、下水道台帳というのはどういった形のものか、例えば以前

であればマイラーに図面を書いてしたりするのがあるんですけれど

も、今現在においてはＧＳＩでキャドに取り込んで管理していくとい

う形のものがあると思うんですけれども、どういった形のものを考え

てますか。 

 

 ご質問ございました下水道台帳につきまして、まずシステム化して

おります。ですからパソコンの方に取り込みまして今ご説明ありまし
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たように、ＧＳＩ、衛星システムに取り込む事によって地図の座標を

合致させて網羅しておるような図面で作成させていただいておりま

す。 

 

 残の１３４ヘクタールをこれから７年、２２年までに完成したいと

いうこの前のお話だったんですけれども、この青い枠で囲ってある所

だと思うんですけど、地域割というのか工区割というのか、１７年に

はこの地域を予定、１８年にはこの地域を予定、というような計画図

面は計画書はできてますの。２２年までです。 

 

 校区割と言いますかその地域としての計画は立てておりません。 

 

 ２２年度まで１３４ヘクタールをやるとする中で、この前にもちゃ

んと予算確定する中で考えていくという事なんですけれども、やはり

計画性をもって示してもらわないと、今どこを、次やってもらえるの

か、また次どこやってもらえるのか、分かりませんわな、これでは。

今発注された所、それから６路線ですか、やられるようですけど、そ

の周囲を主立ってやっていかれると私は思うんですけど、そういう、

次はここやろう、次はここやろう、という計画を是非とも立ててやっ

ていかないと、思いつきばったりでは絶対やっておられないと思うん

だけど、ある程度計画持ってここまで何とか頑張ろうという事をやっ

てもらわないと、７年経ったら後の１３４ヘクタールもやります、と

いう事では。 

 

 前回もご質問ございました。課長の方から答弁ありましたけれども、

担当としては内部的には持っているんです。ただ、皆さん方の前に資

料として出す段階ではまだないという事でご理解いただきたいと思い

ます。町としても前回お答えさせていただきましたように、２２年ま

でにやるには、この年度はこれだけの予算、この年度でこれ位の予算、

というのは内部的には持っております。それを出せる段階に来たら、
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例えば１７年、来年度につきましてはこことここをさせていただきま

す、というのはこの委員会でも出していきたいと考えておりますので

ご理解をいただきたいと思います。 

 

 １７年度の計画はいつ頃委員会に示されますの。 

 

 遅くても１２月定例会中の委員会までにはお示しをさせていただき

ます。 

 

 １７年度についてはね。 

 

 今の吉川委員の意見に関連して、私の方もやはり住民の方からいつ

工事にかかってもらえるのか、という不安の声がありますので、なる

べく住民の方に分かり易いような計画の示し方ですね、なかなか出せ

ないと今おっしゃったんですけれども、なるべく不安のないような形

で計画進めていっていただくように、意見として申し上げておきます。 

 

 この黄色の所、もうちょっと増える、１６年度末までの１６も増え

るわけなんですけれども、説明に行ってもらってる中で供用開始に向

っての何か問題点というのか、地域また個人から、極端に言うとこん

なん入れてもらったら困るとかね、そういう問題点はないですか。 

 

 やはり改造資金的な問題、それらの質問については必ず出るもので

ございます。それと改造の期間ですね、いつまでに改造したらいいの

か、という質問ございます。しかしながらそれにつきましては住民さ

んに対しまして不安が及ばないような説明でご理解いただいている状

況でございます。 

 

 色々努力していただいてますので、今後も住民には丁寧に説明して

いただき、できるだけ皆さんがご加入いただけるように最善の努力を
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していただくようにお願いしておきます。終わっておきます。 

 

 他にございませんか。 

 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 ここで、お諮りいたします。本件については当委員会として、閉会

中も引き続き審査を要することとして、継続審査案件の取り扱いをさ

せていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。 

 公共下水道事業に関することについては、当委員会として閉会中も

引き続き審査を行うことと致します。 

 議長におかれましては、継続審査の手続きをとっていただけるよう、

お取り計らいをお願いいたします。 

 本件については説明を受け、一定の審査をしたということで終わり

ます。１０時４５分まで休憩したいと思います。 

 

 （午前１０時２５分 休憩） 

 （午前１０時４５分 再開） 

 

 再開いたします。 

 次に、各課報告事項について、（１）議案第２１号、平成１６年度

斑鳩町一般会計補正予算（第２号）についてのうち、当委員会所管に

関するするものについて理事者の報告を求めます。 

 

 議案第２１号、平成１６年度斑鳩町一般会計補正予算（第２号）に

ついて、都市整備課所管に係りますものについて説明をさせていただ

きます。 

 ４ページをお開き願います。債務負担行為の補正でございます。当
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初、ＪＲ法隆寺駅駅舎橋上化工事負担金、２０億６，２００万円で計

上させていただいておりましたが、町の事業として実施することにな

ります自由通路新設工事とそれに伴いますＪＲの駅舎整備とそれぞれ

事業主体が異なることになりまして、これら事業費を明確にするため

にＪＲ法隆寺駅自由通路新設工事委託料として限度額６億２，８８０

万８千円を追加させていただきまして、ＪＲ法隆寺駅駅舎橋上化工事

負担金について２０億６，２００万円から１４億３，３１９万２千円

に変更をお願いをいたしております。また、期間につきまして、当初

平成１６年度と１７年度の２ヶ年といたしておりましたが、ＪＲと詳

細について協議する中で１６年度から１８年度の３ヶ年を要するとい

うことで、期間についても平成１６年４月１日から平成１９年３月３

１日までと変更させていただいております。 

 続きまして、７ページをお開き願います。歳入の関係でございます。

第１７款寄附金、第１項寄附金、第１目寄附金の都市計画費寄附金で

あります。斑鳩町開発指導要綱の改正前、平成１６年１月２１日付に

て受付をいたしました共同住宅の施設協力金、１４戸分２８０万円の

納付がございました。それに伴います補正をお願いするものでござい

ます。 

 １０ページをお開き願います。歳出でございます。第７款土木費、

第４項都市計画費のＪＲ法隆寺駅周辺整備事業でございます。基本設

計を進める中で、事業費を明確にということから、ＪＲ法隆寺駅駅舎

橋上化工事負担金５千万円を減額いたしまして、ＪＲ法隆寺駅自由通

路詳細設計委託料３，５５０万円、ＪＲ法隆寺駅広場等詳細設計委託

料１，４５０万円として振替をお願いするものでございます。 

 以上が都市整備課所管の平成１６年度斑鳩町一般会計補正予算（第

２号）の内容でございます。よろしくお願いいたします。 

 

 報告が終わりましたので質疑、意見があればお受けいたします。 

 

 （ 質疑なし ） 
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 次に、（２）報告第６号、平成１５年度斑鳩町繰越明許費繰越計算

書の報告について（一般会計）のうち、当委員会所管に関するするも

のについて理事者の報告を求めます。 

 

 報告第６号、平成１５年度斑鳩町繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて（一般会計）であります。 

 本件につきまして建設課所管に係わりますものについてご説明申し

上げます。議案書の次のページをお開きいただきたいと思います。 

 第７款土木費、第２項道路橋りょう費、事業名、道路新設改良事業、

金額３７９万２千円、翌年度繰越額３７９万１，７２０円であります。

財源内訳といたしましては一般財源として全額であります。 

 この関係につきましては、道路新設改良工事に伴いまして用地買収

を行う中で契約後、工事着手をいたしましたが、契約者本人がお亡く

なりになった関係によりまして、相続が発生いたしました関係により

まして、諸手続ができず、用地費精算金の繰越をお願いするものであ

ります。 

 

 続きまして、都市整備課所管に係わります内容について説明をさせ

ていただきます。 

 第７款土木費、第４項都市計画費の法隆寺藤ノ木線整備事業につき

まして、関西電力及ＮＴＴの電線共同溝への入線作業につきまして、

１，０４２万３千円の繰越明許費の設定をさせていただいておりまし

たが、１，０４２万２，４７９円を繰越をさせていただくというもの

でございます。財源については全て一般財源となっております。繰越

明許費の計算書の内容でございます。よろしくお願いいたします。 

 

 報告が終わりましたので質疑、意見があればお受けいたします。 

 

 （ 質疑なし ） 
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 次に、（３）町営住宅募集について理事者の報告を求めます。 

 

 町営住宅の入居者募集についてでありますが、内容についてご報告

させていただきます。 

 先の委員会以後の状況でありますが、５月３１日に町営住宅入居者

選考委員会を開催しまして、受付件数１５件の申込者のご審査を行っ

ていただきました。ご審査の結果、委員会の具申として、斑鳩町町営

住宅条例第９条第３項によりまして、順位が決定しがたい旨の具申書

をいただいたところであります。町といたしまして、具申書の内容ど

おり、公開抽選として決定いたしました。公開抽選を６月１４日、月

曜日に行い、入居者を決定してまいりたいと考えております。 

 以上が、町営住宅の入居者募集についてであります。 

 

 報告が終わりましたので質疑、意見があればお受けいたします。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 次に、（４）斑鳩町浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付要綱（案）

について理事者の報告を求めます。 

 

 それでは、斑鳩町浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付要綱（案）に

ついてご説明させていただきます。 

 まず、事前の委員会でお渡ししました要綱案をお持ちでしょうか。 

 それでは、公共下水道が供用開始していく上で、浄化槽設置家庭に

ついては水洗化促進に対して大きな阻害要件をそなえているとも考え

られ、それらを勘案した上で、不用になった浄化槽を有効に無駄なく

利用していただく手法について検討を進めてまいりましたが、公共下

水道整備後に不用となる浄化槽の利用方法について、手法がまとまり

ましたので、要綱（案）としてまとめ、当委員会におきましてご相談
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をおかけするところでございます。 

 斑鳩町浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付要綱（案）でございます。 

 まず、第１条では目的を定めており、平成１７年度に公共下水道が

供用開始することから、公共下水道に接続することにより不用となる

公共下水道整備区域内の浄化槽を雨水貯留施設に転用し、雨水の有効

利用を行うものに対して、その転用に要する費用の一部を町が補助す

ることにより、雨水活用による上水道の負担軽減及び降雨時の内水対

策に寄与することなど、水資源の活用を図ることを目的とするもので

ございます。 

 次に、第２条ではこの要綱中の定義を定めており、特に第４号にお

きましては、補助事業としての、補助の対象範囲を示し、公共下水道

の整備により不用となる浄化槽を雨水貯留施設に転用するために、汚

泥の除去と消毒、浄化槽内部の不用部品の撤去、雨水集水配管工事、

ポンプの設置に係る工事を定義させていただいております。 

 次に、第３条におきましては、補助の対象者を定義し、公共下水道

を使用することにより不用となった浄化槽を雨水貯留施設に転用する

ための改造工事を自ら負担して行うものと定めております。 

 次に、第４条におきましては、補助金の額を定めており、その額で

ございますが、改造工事に要した額の２／３、ただし、上限は１０万

円と定めております。 

 また、その財源についてでございますが、町がこの事業を行う場合、

国庫補助制度があり、町の補助額に対しその１／２、ただし総費用の

１／３を限度とし国から補助金がおりる制度でございます。 

 次に、第５条におきましては、補助金の交付申請について定めてお

り、必要書類他、申請の時期について定めさせていただいております。 

 次に、第６条におきましては、補助金の交付決定及び通知について

定めさせていただいております。 

 次に、第７条におきましては、申請の取下げ、第８条におきまして

は、申請内容の変更について定めております。 

 次に、第９条実績報告におきましては、補助事業が完了したときの
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補助事業実績報告書の提出について定めており、第１０条では、補助

金の確定、第１１条では、補助金の交付及び請求について、また、第

１２条におきましては、交付決定の取消し、第１３条におきましては、

補助金の返還、第１４条におきましては、維持管理等について定めさ

せていただいております。 

 最後になりましたが、要旨を朗読させていただきます。 

 

 （ 前回委員会提出資料により要旨朗読 ） 

 

 以上、簡単ではございますが、斑鳩町浄化槽雨水貯留施設転用補助

金交付要綱（案）の説明とさせていただきますが、全国的にも実施市

町村は少なく、奈良県内では実績はありませんが、公共下水道整備後

に不用となる浄化槽を活用し、官民一体となった内水対策に取り組み

且つ、水洗化の促進に繋がる同制度の活用に取り組んでいきたいと考

えておりますのでよろしくご審議賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

 

 報告が終わりましたので質疑、意見があればお受けいたします。 

 

 この補助の対象ですね。ここに自ら負担を行なう者という風に書い

てるんですけれども、合併浄化槽、集中浄化槽の考え方について少し

お聞かせいただきたい。 

 

 これにつきましては、あくまでも個人及び事業者が管理する浄化槽

を改造するという事でございまして、合併浄化槽あくまでも一団体が

管理する浄化槽については対象としておりませんのでご理解いただけ

ますようよろしくお願いします。 

 

 団体が使ってる物は補助の対象にならないという考え方ですね、も

う少し詳しくお聞かせいただけますか。 
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 例えば自治会で管理されております集中浄化槽など、規模が大きく

なってきます。そうした事からもちろん改造するにあたりまして費用

が多分にかかってくるというデメリットがまず一つございます。それ

と最終的には維持管理という事につきましても住民さんの負担が今後

また続いていく事となります。集中浄化槽をなくす自治会としても、

今までご意見聞かせていただく中で、集中浄化槽をできるだけ自治会

から手放したいというようなご意見もございます中で、公共下水道に

接続する事によって、集中浄化槽の管理、メンテナンス費用がなくな

ってくる、そういった事から住民さんにすれば、仮に対象として補助

もらって、補助と言いましても１０万円マックスとなりますので、多

分な費用をかける事によって改造したといたしましても、最終的にそ

れ以上の管理費用がかかってくるというような事で、あくまでもこれ

は個人に対しての補助、助成制度という事で団体に対しては補助の対

象に該当させておらないという事でございます。 

 

 町の考え方示していただいたんですけれども、雨水流量ですね、こ

れちょっと私も調べさせてもらったんですけど、町として合併とか集

中浄化槽に対する補助を出してる所を私も探したけど見つからなかっ

たんですけど、市としては集中浄化槽とか合併浄化槽に対しては補助

を出してる所はあったんですよ。町としてできるかどうか、という事

はありますけれども、今ある合併浄化槽を雨水を貯めるという方向に

使って、内水対策に充てるという考え方について、先日もそうでした

けれども、集中豪雨的な今の傾向がある中で、実際に町に降ってきた

水をそのまま川に流してしまうのではなくて、貯めていける方向とい

うのは、直接今の集中豪雨の対策としてはすごい効果的ではないか、

と考える中ではなるべく町の方から発信していって、集中浄化槽を持

ってはる所でもできたら協力いただきたいという考え方で、そういう

方向も検討いただけないかなという風には考えるんですけど、自治会、

団体で管理してる所がそういう風に申し出てやりたい、と言ってきた
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時には今後そういう対応は考えていただけるのかどうか、という事を

少しお聞かせいただきたいと思います。 

 

 まず第一点に集中浄化槽、例えば団地に集中浄化槽ありますわね、

そこに雨水だけを集める工事をしようとした時に、相当なお金になる

と考えられるんです。そこへ間違って例えば家庭雑排入れられる可能

性もありますし、それらをその団地で、またはその貯めた雨水を団地

の中で誰が散水に使うか、また大雨の前に誰が放流して空にしておく

か、という維持管理の問題もあります。発想としては非常によいと思

うんですけど、果たしてそれをやった時に後、どう維持管理していく

か、またその工事費を誰が負担するかという問題にもなってきますの

で、将来的には色々問題になると思いますけれど、現在ではここには

入れてないという事でご理解いただきたいと思います。 

 

 実際にお金がかかるものですから、そういう風に団体の方が言って

来られるかどうかという所ですね、本町としてはないであろうという

風に考えているという風に、直接的ではないですけれども、そういう

風に考えておられるという事でこちらも理解しておきたいと思いま

す。町の方としても補助金出してる１０万円というのは、比べる中で

も上限多い金額出していただいてると思うので、今後も雨水貯留の対

策ですね、非常に今回の、先ほども言いましたけれども集中豪雨に対

しては効果的だと思いますのでその浄化槽から雨水貯留に転換すると

いう考え方からさらに発展させた、雨水浸透枡という物の設置につい

てもまた今後検討いただきたいなという風に少し付け加えさせてもら

います。 

 

 まず、雨水貯溜施設に転用する為の改造費ですね、平均というのか

大きさは施設によって違うと思うんだけど、約どれ位かかるのか検討

された事があるのか、もし分かっているなら教えていただきたい。そ

れからこの補助金交付申請書１から５までありますね、その制作費と
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いうのはどれ位かかるのか、皆自分でやれたらいいのだけど、業者に

任すと。そしたら業者はやっぱりタダではできませんわな、それはど

の位かかるのか、統一して業者に指導していただけるものか、その費

用は転用の補助金の中へ入れられるものか、補助事業４番の所にはそ

ういう事謳ってないので、その２点聞かせてください。 

 

 まず改造費用についてどれ位かかるか、という事でございますが、

だいたい試算いたしますと、１５万から１８万の間位でうちの方の試

算は出ております。そして申請費用につきましてですけれども、基本

的にこの浄化槽転用の申請につきましては、公共下水道の接続の申請

の時に同時にしていただくというような事で考えております。ですか

ら申請手数料云々と言いますのは業者の方の裁量にも寄りますけれど

もそれは工事費に含めた形で考えられるという事でご理解していただ

きたいと思います。 

 

 現在、説明だけで申込というのはまだ取りつけておられないんです

か。もし、その中でうちは、この説明もしてもらってるわけですね、

まだ委員会に出してないので説明してないとおっしゃるのか、これか

ら説明するとおっしゃったら、今の回答はできないと思うんですけど。

希望者がどれくらいあるのか、もし参考までに分かっていたら教えて

いただきたい。 

 

 今まで説明会３月末までに毎月毎週行かせていただいていた中で浄

化槽の利用について質問があります、確かに。質問があった場合にこ

ういう利用の方法があります、というようなアドバイスはさせていた

だいております。しかしながら、要綱の設定というのはこれからにな

りますので、確たる額的なものとかそういうものについては説明を避

けさせていただいておりますけれども、有効な利用方法があるという

アドバイスはさせていただいている状況でございます。 
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 他にありませんか。 

 ちょっと１点すいません。 

９条、１０条の内容をクリアした後に１３条に掲げられてる事という

のは、起き得る可能性というのはありますのか。それとこんなん融資

じゃないんですからね、まあ言ったら取り消した後に既に補助金が交

付されてる時は期限を定めて、ではなしに早急に速やかに返還しても

らうものだと思いますけど、この１３条のこういう事は起き得る可能

性はあるのかないのか。 

 

 まず、交付決定の取消、１２条から触れさせていただきます。交付

決定の内容等に違反という事につきましては、基本的にまず工事が終

わりましたら町の方から公共下水の配管と雨水管配管の検査に入りま

す。そして決定書を発行しますので、誤設とか、そういうような違う

ような配管工事に関する違反に関してはその時点で、摘発と言ったら

言葉は悪いですけど、確認する事はできます。もしそれで間違ったよ

うな事になっていれば、町の方から指導して是正していただくと。な

おかつそれで無理な場合は補助金の交付決定を取り消すというような

事に至るというような文言でございます。そして最終的には維持管理

につきましては、やはり適切な維持管理をして頂くというような誓約

書もしくは交付決定条件というのを付記しておりますので、それに反

する事、まず滅多にないという推測はしておりますけど、よっぽどな

事があれば、この条文を発令するという事でご理解いただきたいと思

います。 

 

 それともう１点、この期限を定めてという期限というのはどういう

期限で考えておられるのか。 

 

 ここの文言で速やかにといたします、また速やかに何日間になって

おりますので、要綱を決める場合、期限を定めてという文言を入れま

すと、返還命令を出す時にいついつまでに返しなさいという事で、２



 - 37 - 

 

 

 

 

吉川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週間以内ないしは３週間以内という、期限を入れられますので、そう

いうメリットがありますので、あえて期限を定めてという文言にいた

しております。 

 

 もう１点ちょっと聞かせていただきたいんですけれども、一つの例

が紅葉ヶ丘の浄化槽なんかは一番下の方にありますわな、誰の土地に

なっているのか私は分からないけど、ああいうのを利用して、個人の

土地だったら無理だと思うんですけれども、皆の土地だったらあれを

防火水槽にするとか、そういう考えは町としてもっておられるのか、

これは下水道課だけではなくて、町全体になってくるんだけどね。た

またま私、どこにあの地区には防火水槽あるのかちょっと分かりませ

んけれども、もし極端に言ったらあの近くに防火水槽ないんだと。あ

れを止めたら、そんなに多くの工事費は私は要らないと思うんです、

専門家ではないので分かりませんけれども、もし経費があれでいって、

また地域の皆さんの財産であったら開発の時にもらってるというの

か、出来るのであれば、私はやっぱり防火水槽に転用してもらうよう

な方法をね、ちょっと改造費要るかも分かりませんけれども、一度検

討してもらえるか、それは検討したけど無理だったと言うのか、考え

方あったら聞かせていただけますか。 

 

 一般的に防火水槽の設置につきましては、弱点地域という事の中で、

そういった場所を決めて整備させていただいてるという中で、毎年だ

いたい１基ずつ整備させていただいているという所でございます。今

申し出の場所につきましては、色々な条件整備をしていかなければな

らないかと思いますけれども、そういった地域の中で条件が合えば候

補地としても出来るのではないかと。ただ、構造的にいけるかどうか、

手を加えなければならないとか色々な、全部検討は合わせてやらない

といけない、という事もあると思いますけど、そういった状況でござ

います。 
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 できたら安易、経費も安くいける所があって、条件が整えば私は是

非とも斑鳩町の防火水槽とかに利用できるように、道の中に埋まって

る所もあります、これははっきり言って無理な話でですね、あそこは

別にあって独立になってるように思うので、ああいう所は他にあろう

かと思いますので、ちょっと研究していただけるようお願いをしてお

きます。以上です。 

 

 錦が丘の住宅のように、道路の中に埋設しているのかな、あれは最

終的にはどういう形になるのか。 

 

 今、ご指摘のように、道路の下に現在浄化槽が何基かございます。

公共下水道が通ってきたら、その道路の下の関係については不要にな

ってくるという形ですので、当然、撤去ということになってくるかと

思います。 

 

 その撤去をする費用は住宅の皆さんで、それとも町道の下だから町

でされるんですか。 

 

 本来施設については、現在地域の住民の方が管理されているという

形ですので、私ども、道路管理上については、道路の中に占用されて

いるという形ですので、当然撤去になろうかと思います。費用につい

ては、皆さんが維持管理されているということがありますから、住民

の方でご負担いただくということになります。 

 

 ちなみに、あれを撤去しようとしたら、どれぐらいの費用が要るん

でしょうか。分からなかったら結構ですが。 

 

 工事の施工方法については、いろいろ手法があると思います。本来、

槽が今現在、水分が入っているという状況ですので、当然、清掃なり

して、管理上問題なければ、本来、砂等で埋めるという形になるだろ
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うと思います。 

 

 暫時休憩します。 

 

 （午前１１時１５分 休憩） 

 （午前１１時１７分 再開） 

 

 再開します。 

 

 取りこぼち等の費用は、まだ鑑定がしておりませんので、現在につ

いては判りません。 

 

 他に理事者の方から報告はございませんか。 

 

 冒頭助役の挨拶にありました、公文書中の性別記載のある文書調査

及び性別記載の削除について報告いたします。 

 平成１５年７月１６日に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関

する法律が公布されまして、当町議会へも関連する陳情書が提出され、

その中で、法律などで性別の記載を義務付けている文書の性別記載の

必要性の見直し等についても要望されているところでございます。そ

ういった中で、町の公文書につきましても性同一性障害に係る、町の

公文書中の不用な性別の記載の削除について、昨年１０月に緊急調査

を行い、一定のとりまとめを行いましたが、削除の基本方針及び作業

方法、日程等、統一するため、関係課９課によるワーキンググループ

を編成し、調査漏れを防止するため、全課に再調査を実施し、その調

査の結果、性別削除の可否について疑義がある場合、ヒアリングを実

施するなどして調査、検討を行ってまいりました。 

 その調査検討結果について、お手元に配布しております資料により

ご報告いたします。 

 性別記載の削除の統一的な方針として、国や県が法令、条例等の規
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定により書式を指定していなかったり、男女別の統計を求めていない

文書等で、町独自の判断で削除できるものは全て削除することとし、

性別記載のある文書をリストアップし、資料、性同一性障害に関わる

性別記載削除分類調査表のとおり、５つの区分に分類し、調査検討の

とりまとめを行いました。性別記載のある公文書は全体では２２４件

あり、その内訳といたしまして、分類番号①、法令等の定めにより、

削除が困難なものは１０２件、分類番号②、例規等の定めあり、事務

処理上、削除が困難なものは８件、分類番号③、例規等に定めはない

が、事務処理上、削除が困難なものは２２件、分類番号④、削除が可

能であるが、例規の整備が必要なものは５７件、分類番号⑤、削除が

可能なものは３５件となっております。 

 なお、建設水道常任委員会に係りますものは、建設課が所管のもの

で、分類番号④、削除が可能であるが、例規の整備が必要なものが１

件ございます。 

 全体で２２４件の性別記載の公文書中、⑤の削除が可能なもの３５

件につきましては、随時削除を行う事務手続きに取り掛かることとし

ております。 

 また、④の削除が可能であるが、例規の整備が必要なもの５７件の

うち、条例改正を必要とするものは、福祉課で１件、住民課で１件の

計２件で、９月議会に改正案を上程させていただく方向で事務手続き

を行うこととしておりまして、残りの５５件につきましては規則、規

程、要綱等に定めがあることから、順次、改正の事務手続きを行って

いくこととしております。 

 なお、建設水道常任委員会に係ります建設課の町営住宅同居承認申

請書につきましても、速やかに斑鳩町町営住宅条例施行規則の改正を

行い、性別記載の削除を実施してまいりたいと考えております。 

 また、削除するにあたり、電算システムも変更を伴うものも含まれ

ますが、規則等の整備を行い、速やかに実施してまいりたいと考えて

おります。 

 以上、公文書中の性別記載のある文書調査及び性別記載の削除につ
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いて、簡単でございますが、その調査、検討結果の報告といたします。 

 

 報告が終わりましたので、質疑、意見があればお受けいたします。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 私から１点だけ。この前、町営住宅の入居者の選考委員会で、中屋

委員さんのほうから、子、何名と書いているんですが、部屋数が少な

い、この子、何名については、男子か、女子かという質問がありまし

たが、そういう質問に関して、部長のお考えをお聞かせ願いたいと思

います。 

 

 選考委員会には私も出席しておりまして、そのときの委員の質問な

りについては十分理解しております。基本的に、小さいお子さんの場

合は特に影響ないんでしょうが、思春期以降のお子さんにつきまして

は、家族とはいいますものの、やはり、男子、女子で、同一の部屋で

生活するということにはいろいろ弊害があろうかと、そういったこと

で、選考のひとつの材料として性別が必要だろうと、そういう意見だ

ったと思います。従いまして、今回、私どもの方の関係で１件、性別

の削除という風に説明いたしましたが、先ほど委員長のご意見もござ

いますので、すべてについて削除するべきなのか、或いはそういった

選考上、必要不可欠な部分がある場合について、例外的にそういった

部分を残していくのか、条件整備も必要と思いますので、再度この件

については検討いたしたい、そのように考えます。 

 

 この件について、他の委員さんないですか。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 ないようですので、以上、これら各課所管に関する件については、
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報告を受け了承をしたということで終わっておきます。 

 

 先程の陳情書の取りまとめを行いたいと思いますので、暫時休憩い

たします。 

 

 （午前１１時２４分 休憩） 

 （午前１１時２５分 再開） 

 

 

 再開いたします。 

 陳情第２号、緊急地域雇用創出特別交付金の継続・改善を求める陳

情書について、休憩中に、協議いたしました意見書案を事務局長から

朗読していただきます。 

 

 （意見書案朗読） 

 

 お諮りいたします。陳情第２号については、採択すべきものと決し

委員会として、別紙のとおり意見書を提出することと致したいがご異

議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、本件については満場一致をもって採択すべきものと決しま

した。なお、委員会として別紙意見書をもって本会議最終日に議員発

議により提案することと致します。 

 

 次に、その他について、各委員から質疑意見等ありましたらお受け

してまいりたいと思います。 
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 先ほど公園のことで、公園に設置している遊具の定期点検について

ご報告いただきましたけども、公園で子どもを遊ばせている父母の方

から、素人目にはどこを点検しているのか、修理されているのか、分

からないということを聞いてますので、出来ましたら資料なんかで、

説明できるようでしたら提出していただきたいと思うのですが。 

 

 どの場所、どの地域の公園かということも、後ほど聞かせてもらっ

て、説明させていただきたいと思います。 

 

 他の委員さん、よろしいですか。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 その他についても、これをもって終了いたします。 

これをもって本日の案件についてはすべて終了いたしました。 

 なお、本日の会議の委員会報告のまとめについては、正副委員長に

ご一任いただきたいがご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、閉会にあたり助役の挨拶をお受けします。 

 

 （ 助役挨拶 ） 

 

 これをもって建設水道常任委員会を閉会いたします。 

ごくろうさまでした。 

                  （午前１１時２９分 閉会） 

 


